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その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。

対象となる
雇入れ時の健康診断の対象者は、
あります。 

雇入れ時の健康診断項目
標準報酬月額
1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 
 

⾝⻑、体重、腹囲、視⼒及び聴⼒の検査

4 
 

胸部エックス線検査

5  血圧の測定

6  貧血検査（血⾊素量及び⾚血球数）

7  肝機能検査（

8  血中脂質検査（

9  血糖検査

10  尿検査（尿中の糖及び蛋⽩の有無の検査）

11  心電図検査
 

春になり、新しい従業員を迎える
今回のあおぞらレターでは、
健康診断のうち、雇入れ時の健康診断について確認したいと思います。

雇入れ時の健康診断は、
入社後の健康管理に役⽴てる
んので、しっかり実施しましょう。
※雇入れ時健康診断

雇入れ時の健康診断について

・第 4 火曜日発刊

①期間の定めのない労働契約により使⽤される者（期間の定めのある場合でも、更新により
「使⽤されることが予定されている」・「引き続き使⽤されている」場合は該当）。
②１週間の所定労働時間が、その事業場の通常の労働者の１週間の所定労働時間の

４分の３以上である者。

雇入れ時の健康診断
企業規模にかかわらず、
※定期健康診断には、医師が必要でないと認めるときに

下記の項目すべてを実施する必要があります。
ただし、医師による健康診断を受けた後、
証明する書⾯を提出した時は、その健康診断の項目に該当する項目については省略することができます。

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。

対象となる常時使用される労働者とは
雇入れ時の健康診断の対象者は、
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心電図検査 
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健康診断のうち、雇入れ時の健康診断について確認したいと思います。

雇入れ時の健康診断は、所轄労働基準監督署へ報告の義務はあり
後の健康管理に役⽴てる

んので、しっかり実施しましょう。
※雇入れ時健康診断と同時期に定期健康診断を

雇入れ時の健康診断について
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下記の項目すべてを実施する必要があります。
ただし、医師による健康診断を受けた後、

する書⾯を提出した時は、その健康診断の項目に該当する項目については省略することができます。

社会保険労務士事務所

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。

常時使用される労働者とは
雇入れ時の健康診断の対象者は、正社員でなくても
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常時使⽤する労働者を雇入れる時は

定期健康診断には、医師が必要でないと認めるときに
下記の項目すべてを実施する必要があります。
ただし、医師による健康診断を受けた後、
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企業も多いかと思います。
事業者に実施が義務付けられて

健康診断のうち、雇入れ時の健康診断について確認したいと思います。
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実施している場合は
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されることが予定されている」・「引き続き使⽤されている」場合は該当）。

②１週間の所定労働時間が、その事業場の通常の労働者の１週間の所定労働時間の

使⽤する労働者を雇入れる時は
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する書⾯を提出した時は、その健康診断の項目に該当する項目については省略することができます。

社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。
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の定期健康診断を実施しなくても構いません。
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東京都千代田区

井門神田駅前ビル
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担当：渡邊 
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されることが予定されている」・「引き続き使⽤されている」場合は該当）。 
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する書⾯を提出した時は、その健康診断の項目に該当する項目については省略することができます。
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